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上尾市教育委員会１０月定例会 議案 

 
  



 

 

議   案   名  

 

議案第４６号  上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規

則の制定について  ------------------------------------------------- １  

議案第４７号  上尾市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命につい

て  -------------------------------------------------------------------- ７  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【  白紙  】  

 

 

 

 



 

－1－ 

議案第４６号  

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則の制定につい

て  

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則を次のように定め

る。  

令和４年１０月１９日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

上尾市立小・中学校職員服務規程の一部を改正する規則  

上尾市立小・中学校職員服務規程（昭和３２年上尾市教育委員会規則第４

号）の一部を次のように改正する。  

第１７条の２第１項中「始まる日の１月前」の次に「（当該請求に係る子

の出生の日から起算して５７日までの期間内に育児休業をしようとする場合

にあっては、２週間前）」を、「満了する日の１月前」の次に「（当該請求

に係る子の出生の日から起算して５７日までの期間内にしている育児休業（

当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるも

のに限る。）の期間を延長しようとする場合にあっては、２週間前）」を加

え、同条第４項を削り、同条第５項中「育児休業等計画書」を「育児短時間

勤務計画書」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項を同条第５項とす

る。  

第７号様式の２を次のように改める。   



 

－2－ 
  



 

－3－ 

第７号様式の５を次のように改める。   



 

－4－ 

  



 

－5－ 

  附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の上尾市立小

・中学校職員服務規程の規定は、令和４年１０月１日から適用する。  

 （経過措置）  

２  この規則による改正前の上尾市立小・中学校職員服務規程第７号様式の

２及び第７号様式の５による用紙は、当分の間、これに所要の修正を加え、

なお使用することができる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

  埼玉県立学校職員服務規程の一部改正に伴い、所要の改正を行いたいの

で、この案を提出する。  
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【  白紙  】  
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議案第４７号  

上尾市スポーツ推進審議会委員の委嘱又は任命について  

上尾市スポーツ推進審議会委員に下記の者を委嘱又は任命する。  

令和４年１０月１９日提出  

           上尾市教育委員会教育長   西  倉   剛      

記  

１  委嘱［任期：令和６年１０月３１日まで ]  

選出
区分  氏  名  住  所  等  役職名等  備考  

１号

委員  

原田
は ら だ

 嘉明
よしあき

 上尾市小敷谷  在住  上尾市議会議員  再任  

轟
とどろき

 信一
しんいち

 上尾市小敷谷  在住  上尾市議会議員  再任  

井上
いのうえ

 茂
しげる

 上尾市東町  在住  上尾市議会議員  再任  

２号

委員  

遠山
とおやま

 正博
まさひろ

 上尾市二ツ宮  在住  上尾市スポーツ協会会長  再任  

中村
なかむら

 清治
せ い じ

 上尾市浅間台  在住  上尾市スポーツ協会副会長  再任  

柳瀬
や な せ

 義弘
よしひろ

 上尾市柏座  在住  上尾市スポーツ協会理事長  新任  

萩原
はぎわら

 康彦
やすひこ

 上尾市二ツ宮  在住  
上尾市スポーツ推進委員
連絡協議会会長  

再任  

只隈
ただくま

 伸也
し ん や

 大東文化大学  在勤  スポーツ・健康科学部教授  再任  

３号

委員  

栗田
く り た

 尚
ひさし

 上尾市原市  在住  上尾市野球連盟会長  新任  

山下
やました

 文孝
ふみたか

 上尾市上平中央  在住  
上尾市ソフトボール協会

会長  
再任  

永倉
ながくら

 和男
か ず お

 上尾市春日  在住  上尾市空手道連盟会長  再任  

桑原
くわはら

 明子
あ き こ

 上尾市泉台  在住  
上尾市スポーツ少年団本

部員  
再任  

武藤
む と う

 政春
まさはる

 上尾市川  在住  
上尾市スポーツウエルネ

ス吹矢協会会長  
再任  
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２  任命［任期：令和６年１０月３１日まで ]  

選出
区分  氏  名  住  所  等  役職名等  備考  

３号

委員  

三日月
み か づ き

 桂子
け い こ

 上尾市立芝川小学校在勤  校長  再任  

武田
た け だ

 直美
な お み

 上尾市立南中学校在勤  校長  再任  

 

１号委員：市議会議員  

２号委員：知識経験者  

３号委員：市内スポーツ団体の代表者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

上尾市スポーツ推進審議会委員の任期満了に伴い、上尾市スポーツ推進

審議会条例（昭和５１年上尾市条例第３０号）第４条の規定により、委員

の委嘱又は任命を行いたいので、この案を提出する。  


